
本紙の内容等に伴う問い合わせは役場町民課（電話：３２－４７３６）までお願いします 

 

R４.10月号  

 

◇◆◇西都児湯クリーンセンターにおける異物混入について◇◆◇ 

町民の皆様には、家庭ごみの適正な分別について御協力をいただきありがとうございます。 

しかしながら、管内のごみが集まる西都児湯クリーンセンターにおいては、プラ・缶びん・ペッ

トボトルの手選別ラインにおいて様々な異物混入が発見されており、資源化率の低下や手選別ライ

ンの度重なる停止による作業効率の低下につながっております。 

町民の皆さまにも現状を知っていただき、ごみの適正処理に引き続きご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容器包装プラスチック類 

への異物混入 

燃やせるごみの混入 燃やせないごみの混入 その他（回収できないもの） 

たばこの吸い殻、プラスチッ

ク製のファイル・留め具、汚

れたプラスチック、ゴム手

袋、割りばし、プラモデルの

ランナー、結束バンド 

陶器類、アルミホイル 医療用廃棄物、医薬品のび

ん、動物用の医療用廃棄物 

→ 産業廃棄物として排出し

てください。 

 

缶びん類への異物混入 空き缶はつぶさない。プルタブは切り離さない。取れてしまったプルタブは空き缶に入れた

りせずに資源物（金属類）へ。金属のキャップは資源物（金属類）へ。 

ペットボトルへの異物混入 ペットボトルは切らない。切ったペットボトルは燃やせるごみへ。 

 

◇◆スプレー缶、カセットボンベ缶及びライター等の出し方について◆◇ 
令和３年度、西都児湯管内において４，８７９本の中身入りガス缶が西都児湯クリーンセンターに搬 

入され、そのうち 30４本が木城町からとなっています。 

スプレー缶、カセットボンベ缶及びライター等については、中身が残ったまま排出すると処分の際に 

爆発事故が発生したり、中身が噴き出すなどたいへん危険です。 

 スプレー缶、カセットボンベ缶及びライター等を排出される際は、次の点をお守りください。 

 ①スプレー缶やカセットボンベ缶は、中身を完全に使い切り必ず穴を開けて排出してください。 

 ②ライターは、ガスを完全に使い切り排出してください。 

 （注意！）穴開け作業やガス抜きは、火の気のない風通しの良い屋外で行ってください。 

 

◇◆◇携帯電話・スマホリサイクル回収ボックスの設置について◇◆◇ 

役場１階ロビーに携帯電話・スマートフォンリサイクル回収ボックスを設置しました。回収後は、小型家電リサ

イクル法の認定工場で、データを復元できない方式で処理されます。ぜひご活用ください。 

町 民 課 だ よ り 



本紙の内容等に伴う問い合わせは役場町民課（電話：３２－４７３６）までお願いします 

 

◇◆◇１０月の粗大ごみ受け入れについて◇◆◇ 
【受 け 入 れ 日】 令和 4 年１０月１６日（日曜日） 

【受け入れる場所】 百合野粗大ごみ一時保管所（場所は、GoogleMap で検索できます。） 

【受け入れる時間】 午前８時３０分～午後４時００分 

【持ち込める物】 ○指定ごみ袋に入らない物 

家具類、自転車、布団類、畳、キャビネット、小型家電、電池、蛍光灯、 

剪定枝等 

【持ち込めない物】 リサイクル家電（テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、パソコン等）、農業用資材、

車、バイク等 

【 そ の 他 】 ○粗大ごみに該当するか分からない場合には、事前に役場町民課までお問い合わせくだ

さい。 

○粗大ごみの荷下ろしは、現地担当者の指示に従ってご自身で指定場所へ下ろしてくだ

さい。なお、粗大ごみを下ろす際の人員の確保につきましてご協力をお願いします。 

○布団類は、ヒモで十文字に縛って持ち込みください。 

○畳は、３等分に切って持ち込みください。 

〇パソコンは、リネットジャパンにて宅配便による回収が可能です（無料）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


